
壱岐市人事行政の運営等の公表 
 

 壱岐市人事行政の運営等の状況に関する条例第６条の規

定に基づき、「人事行政の運営等の状況」を公表します。

 

 

■ 壱岐市ホームページ  
 

【公表場所】 

 

■ 壱岐市郷ノ浦支所 閲覧所 
■ 壱岐市勝本支所  閲覧所 
■ 壱岐市芦辺支所  閲覧所 
■ 壱岐市石田支所  閲覧所 

 

 
【問合先】  壱岐市総務部総務課職員班 TEL 0920-48-1111(内線２０７～２１０) 

 
 
 
 
 

 
 
 



１　総括

　　

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
 　　　給与水準を示す指数である。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を
　　単純平均したものである。

実 質 収 支

20.219.5

千円 千円 千円

439,97621,210,977

・空欄としている事項については後日掲載予定（総務省から情報提供される予定である数値等のため）。以降の項
目についても同様

・現在、職員の給与については、壱岐市長等の給与の特例に関する条例及び壱岐市職員の管理職手当の特例に
関する規則に基づき、減額措置を行っている。

％人

260,895 654,862

人 千円

393 1,592,728

千円

１９年度

Ｂ／Ａ　　　　　　Ｂ

壱岐市の給与・定員管理等について

１８年度の人件費率

（参考）
区　分

人 件 費 率歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

（１９年度末）

人 件 費

１９年度

％

4,146,582

給与費 B/A

一人当たり給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

給　 料 職員手当

（参考）類似団体平均

6,032

職員数

Ａ

千円 千円

2,508,485 6,383

一人当たり給与費　　計　　Ｂ

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、１９年４月１日現在の人数である。

・（４）ラスパイレス指数の状況で、現在と5年前のラスパイレス指数の比較については、壱岐市は平成16年3月に合
併しているため5年前のラスパイレス指数は省略している。

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

区　分

千円千円

期末・勤勉手当

31,482

（４）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（３）特記事項

98.6

100.7

97.4

95.2

98.3

90

95

100

105

壱岐市 類似団体平均 全国市平均

(H15)

(H20)(H15)

(H20)

(H20)
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　②技能労務職

歳 歳

歳 歳

歳 歳

歳 歳

歳 歳

　　　③税務職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　④福祉職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

5,411,626円

※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢・業務内容・雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

うち調理師

7人

558人

284,679円48.9 4,784人

1.9

1.9

公務員 (Ｃ) 民 間  (Ｄ)

2,917,100円

5,411,626円 2,917,100円

区　　分

参　　　　　考

年収ベース(試算値)の比較

325,939円303,102円47.7 35人

Ｃ／Ｄ

民　　　　　間 参　考

1.7

―

平均年齢
平均給与
月額(Ｂ)

対応する
民間の
類似職種

― ― ―

―

―

― ――

――

―

41.8 216,800円

―

調理師

―

うち調理師

長　崎　県

国

類 似 団 体

壱　岐　市

区　　分

公　　　務　　　員

―

平　　　均
給料月額

平均年齢

313,000円 357,829円壱　岐　市

平 　　均
給与月額
(国ﾍﾞｰｽ)

Ａ／Ｂ

類似団体 39.3

43.1

区　　分

壱 岐 市

平均年齢

平均給与
月額(Ａ)

48.6

48.6

45.7

職員数

313,000円

319,526円

357,829円

374,779円

7人

325,113

329,780

401,550

440,998

336,300

43.3

（国ベース）

壱 岐 市 40.5 320,200 352,451 337,198

区　　分 平均年齢
平均給与月額

448,758

368,731 321,917

―

328,071円

328,071円

345,837円

（国ベース）

320,623円

316,383円

―

―

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。(平成１６年～１８年の3ヶ年平均)

　 支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

平均給与月額
平均給与月額

340,328

―

439,294

平均給料月額

長 崎 県

38.7 311,700

区　　分

国 42.5

壱 岐 市

平均年齢

平均給料月額 平均給与月額

361,987

393,573

平均給与月額

（国ベース）

387,506

類似団体 356,762

43.5 356,049長 崎 県

国 41.1

374,819

―

347,376

国 40.2 326,116 ―

類似団体 44.3 324,963

369,887

長 崎 県 ―

333,853

―

382,214

―

平均給料月額

（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２０年４月１日現在）

―

― ― ―

平均給与月額

299,767

※年収ベースの「公務員(Ｃ)及び「民間(Ｄ)のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に
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　　　⑤消防職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　⑥医師・歯科医師職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　⑦看護・保健職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　⑧幼稚園教育職

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、２０年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間 　　

　　　　外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査にお

　　　　いて明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、　　

　　　　特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再

　　　　計算したものである。

―

区　　分 平均年齢

―

国

国

類似団体 43.8

―

― ―

国 ―

―

332,583類似団体 40.3 305,971

長 崎 県

（国ベース）

平均給与月額

（国ベース）

371,646

365,631

406,767

平均給与月額
平均給料月額

―

平均給与月額

―

長 崎 県

壱 岐 市 45.0 349,900

―

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

― ―

614,800 754,663

―

壱 岐 市

―

721,247

709,828

1,125,022

43.30

46.6 472,170

701,900

平均給与月額

（国ベース）

類似団体 43.8 559,884

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

―

340,153

長 崎 県

壱 岐 市 43.2 329,100 361,445

――

平均給与月額

321,089

類似団体 39.9 300,478 347,423 312,724

国 37.8 284,331

平均給与月額

（国ベース）

壱 岐 市 42.5 3,318 349,226 342,532

区　　分 平均年齢 平均給料月額

―

長 崎 県 43.1 393,480 458,603

―

330,192 348,403

― ― ―

― ―
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円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（３） 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２０年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

410,700

355,213

経験年数１５年～２０年未満 経験年数２０年～２５年未満

765,250

347,168

265,500

大　学　卒

高　校　卒

大　学　卒

377,533301,300
一般行政職

311,300258,920

―

区　　　　分

348,500

経験年数２０年～３０年未満

―

経験年数１０年～２０年未満

経験年数１０年～１５年未満

316,900

237,700

消防職
高　校　卒

高　校　卒

福祉職

大　学　卒

区　　　　分

短　大　卒

高　校　卒

区　　　　分

税務職

医師・歯科医師職

139,700

大　学　卒 172,200

127,700

大　学　卒

大　学　卒 ―

高　校　卒

172,200

看護・保健職

医師・歯科
医師職

262,260

区　　　　分

656,000

―

328,250

経験年数１０年～２０年未満 経験年数２０年～

270,270 368,450

経験年数１５年～２０年未満 経験年数２０年～３０年未満

区　　　　分

区　　　　分

区　　　　分

看護・保健職
短　大　卒

技能労務職

福　祉　職

消　防　職

経験年数１５年

140,100

―

198,800

140,100

―

―

国

172,200 172,200

―

―

154,300

―

―

大　学　卒

高　校　卒

140,100

―

140,100

高　校　卒 140,100

140,300

壱　　岐　　市

高　校　卒

区　　　　　分

140,100

税　務　職

―

―

―

― ―

―

―

長　　崎　　県

一般行政職

技能労務職

172,200

大　学　卒 172,200

高　校　卒

高　校　卒

中　学　卒

大　学　卒

大　学　卒

―

―

―

485,200

188,900 ――

342,467

353,000

―

経験年数２１年

経験年数２０年～２５年未満

366,267

短　大　卒 311,850

―

―

222,225

経験年数１０年～１５年未満

519,050大　学　卒

大　学　卒

経験年数１０年

256,550

214,600

経験年数３５年～４０年未満

経験年数５年～１０年未満

―

247,267

（２）職員の初任給の状況（２０年４月１日現在）

181,133

経験年数５年～１０年未満

経験年数５年～１０年未満

経験年数１０年～１５年未満

231,800

210,800
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３　一般行政職の級別職員数等の状況

  

　

（２）昇給への勤務成績の反映状況

人事評価制度導入準備中のため、現在は普通昇給のみの取り扱いとしており

勤務成績の昇給への反映は行っていない。

７　　級

（１）一般行政職の級別職員数の状況（２０年４月１日現在）

職員数（人） 構成比（％）区　　分

５　　級

20.6%

8.7%

63

（注）１　壱岐市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（注）平成１８年度に旧給料表の１級及び２級を１級に統合し、旧３級を２級とし旧４級及び旧５級
を３級にそれぞれ統合し、旧６級を４級と５級へ、旧７級を６級と７級へそれぞれ分割している。

６　　級 課長・参事・主幹補・参事補

25部長・課長

5.2%

標準的な職務内容

主事 15

59

22.0%

9.8%

１　　級

28

２　　級

３　　級

29

68係長・主事

10.1%

23.7%

主事

課長・課長補佐・副主幹・副参事

４　　級 係長・主任・副参事

１級
5.9%

１級
5.2%

１級
5.2%

２級
11.0%

２級
10.1%

２級
10.1%

３級
22.8%

３級
23.7%

３級
23.7%

４級
12.1%

４級
9.8%

４級
9.8%

５級
17.6%

５級
21.9%

５級
22.0%

６級
23.4%

６級
20.6%

６級
20.6%

７級
7.2%

７級
8.7%

７級
8.7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２０年の構成比 １年前の構成比 ２年前の構成比
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千円 千円
（１９年度支給割合） （１９年度支給割合） （１９年度支給割合）
期末手当　　　　　勤勉手当 期末手当 　　　　勤勉手当 期末手当　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参　考】 勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

人事評価制度導入準備中のため、勤務実績の反映は行っていない。

（支給率）　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 その他の加算措置
（定年前早期退職特例措置　2%～20%加算） （定年前早期退職特例措置　2%～20%加算）

千円 千円

※１８年7月に２４手当中１６手当を廃止し、２手当について改正を行っている。

感染症及び結核に診療に従事

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、１９年度に退職した職員に支給された平均額である。

主な支給対象職員

船員
精神科に勤務する医師

医師又はその他の職員

家畜診療所の次長

獣医師

獣医師 IBR予防接種業務

指定獣医師手当 自衛防疫業務

（３）地域手当・・・（該当手当なし）

職務手当

主な支給対象業務
（1）感染症患者又は感染症の疑いのある患
者の救護作業
（2）感染症患者又は感染症の疑いのある患
者に接する業務に従事するとき
（3）感染症菌の付着した又は付着の危険
がある物件の処理作業従事
（4）結核予防及び感染症予防消毒に従事
（5）結核病及び感染症死亡人処理に従事
（6）行旅病人及び行旅死亡人の取扱

臨時運航業務に従事した場合

精神科勤務

感染症及び結核作業手当

船舶臨時運航業務手当

・役職加算　５～１０％

１人当たり平均支給額（１９年度）

47.50
59.28

1,638 1,858

23.50

3.0 1.5
0.75

（２）退職手当（２０年４月１日現在）

―

国

４　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

１人当たり平均支給額（１９年度）

壱　　　　　岐　　　　　市 長　　　　　崎　　　　　県

支給職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

勤務日1日につき医師400
円
その他の職員150円

7.30

21,265

8

千円

円

％

勤務日1日につき400円

支　給　実　績　（１９年度決算）

手当の名称

483,294

職員全体に占める手当支給職員の割合（１９年度）

左記職員に対する支給単価

従事1回につき500円

（1）～（4）従事した日1
日につき1,000円
（5）～（6）従事1件につ
き2,000円

1.6 1.6
1.453.0

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

3.0 1.45
― ― 0.75

・役職加算 5～20%　･管理職加算 10～25%

国壱　　　　　岐　　　　　市

33.50
30.55
41.34

30.55
41.34

・役職加算 5～20%　･管理職加算 10～20%

23.50

59.28
59.28

33.50

１人当たり平均支給額 25,264833

59.28
59.28

47.50
59.28

給料月額の3.5／100

1人につき月額23万円以内

1戸500円以内

1頭125円以内

医術の向上、往診及び救急患畜対応

精神科勤務手当

手当の種類（手当数）

予防接種手当

獣医師手当

作業を行った職員

獣医師

（４）特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

感染症防疫作業等
　　　　　　従事手当
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（５）時間外勤務手当

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

（６）その他の手当（２０年４月１日現在）

内容及び支給単価

同じ

扶養手当

同じ

●借家・借間居住者：
・家賃23,000円以下の場合
　　家賃－12,000円
・家賃23,000円を超える場合
　　（家賃－23,000円）×1/2
　　　　　　　　　　　＋11,000円
●持家居住者：
・新築、購入から5年間　2,500円

1,344

15,791

108

234

同じ

同じ

千円

2,804 千円

千円

28,185

千円

千円

千円

千円

5,000円

異なる

同じ

千円

千円

千円

異なる

勤務1時間
あたりの給
与額の算
出方法が
異なる

18,095

11,000円

勤務1時間
あたりの給
与額の算
出方法が
異なる

23,019

午後10時から翌日の午前5時まで
の間に勤務した交替制勤務者に支
給
支給額：夜間勤務時間数×勤務１
時間あたりの給与額×25／100

特定扶養(満16歳年度
初めから満22歳年度
末)の子にかかる加算

教育委員会の指導主事に支給
　（給料＋扶養手当）×8％

その他扶養2人目以降

配偶者がない場合の1人目

休日勤務手当

宿日直手当

夜間勤務手当

研究手当

特地勤務手当

準特地勤務手当

管理職特別勤務手当

通勤手当

管理職手当

職員１人当たり平均支給年額（１９年度決算）

手　当　名

配偶者

教育委員会の指導主事に対して着
任後3年以内に限り支給
　（給料＋扶養手当）×4％

●交通機関利用者：
　　最高支給限度額　55,000円
●交通用具利用者：
　　2ｋｍ～30ｋｍ距離区分に応じ
　　2,000円～13,700円

配偶者非扶養の場
合の 1人目

　6,500円

6,500円

休日の勤務時間数×勤務１時
間あたりの給与額×135／100

国：俸給の
特別調整額
として支給

220

国の制度
との異同

医術の向上のため、診療医師に対し月
額23万円以内の調査研究費を支給

教員特別手当

千円

千円

支 給 実 績 （ １ ８ 年 度 決 算 ） 106,213

228

平均支給年額

千円

千円

千円

（１９年度決算）

円

支給職員１人当たり
支給実績

（１９年度決算）

94,457

166,951

国の制度と
異なる内容

15,360

28,815同じ

34,430

同じ

50,450

12,000

224,050

237,586

52,775

391,246

233,760

467,296

123,094

217,157

2,348,788

臨時又は緊急の必要その他公務の運
営の必要により週休日又は休日に勤務
した管理職員に支給
支給額　1回につき6,000円以内

教育委員会の指導主事に対し2万
200円を超えない範囲で支給

部長級　給料月額× 15％
課長級　給料月額× 10％

勤務1回につき　医師2万円
　その他の職員4,200円

千円

13,000円

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ）

職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算）

97,258

住居手当
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円

円

円

円

円

円

※１８年7月に３手当を廃止し、５手当について改正を行っている。

円 円
（ 円 ）

円 円
（ 円 ）

円 円
（ 円 ）

円 円
（ 円 ）

円 円
（ 円 ）

円 円
（ 円 ）

月分

月分

　（　算　定　方　式　） （１期の手当額） （支給時期）

在任期間ごと

〃

〃

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                      

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、

           １期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

５，７６０千円

９，２１６千円

１９，２００千円

5月1日より
市長について
は、給料月額を
1/2減額し算定
する。

230,000

200,000

円／

教育長 489,600

市長　 560,000

副市長 544,000

備　　　　考
5月1日より

27,386

263,353

支給実績
（１８年度決算）

千円

195,222

24,000

千円

千円

千円

2,282,141

副 市 長
収 入 役

議 員

退
職
手
当

期
末
手
当

　　（１９年度支給割合）

副 市 長

収 入 役

備　　　　考

副 議 長 ３．３５

市 長

議 長 　　（１９年度支給割合）

役職加算　１５％

380,000
313,500

576,000

異なる

給 料 月 額 等

千円
加算額が
異なる。

円／

円／

769,000

940,000

調整手当

議 員
330,000
285,000

副 議 長

議 長

800,000
800,000
640,000
640,000

救急手当

支給額　月額23,000円
ただし、職員の住居と配偶者の住居間
の距離が100キロ以上の場合は加算有
（距離により6,000～45,000円支給）

手　当　名

技師手当

病院に勤務する職務のものに支給
・薬剤師　月額70,000円、診療放射線
技師　月額7,000円、臨床検査技師
月額7,000円、栄養士　月額7,000円、
理学療法士　月額7,000円、臨床工学
技士　月額7,000円、臨床心理士　月
額7,000円

単身赴任手当

離島診療手当

食料手当

（参考）類似団体における最高／最低額

5,590

4,740

千円

120

259,000

5,271

598,000

円／

円／

円／660,000

249,000

554,400

（１８年度決算）

支給職員１人当たり

平均支給年額

312,000

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

1,248

508,182

300,000

市 長

離島医療確保上、困難な診療に従事
する職にある医師　月額24万円以内

救急患者の対応のため緊急に正規の
勤務時間外に勤務した医師へ支給。
・勤務1回　10,000円

医師及び教育委員会の指導主事に対
して支給
・医師　月額 30,000万円
・指導主事　(給料＋管理職手当＋扶
養手当)×３％

市 長

内容及び支給単価

三島航路の船舶に乗り組み、運航及び
船舶保全その他船舶に従事する職員
月額2,000円

576,000
361,000

区 分

給

料
副 市 長

収 入 役

報

酬

５　特別職の報酬等の状況（２０年４月１日現在）

医師の支給
率が異なる異なる

給料月額×在職年数×250/100

7月1日より
議長   342,000

副議長 297,000

議員   270,000

３．３５
役職加算　１５％

180,000465,000

522,000

給料月額×在職年数×600/100

給料月額×在職年数×360/100
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６　職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

人
人）

人
人）

人
（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（２）職員の任免に関する状況

16 15 5

0 1 3

その他 4 6 0

5 2

看護・保健職 6 2 0

技能労務職 0

1 0

[　　690　　］ [　　690　　］

H19.4.2～H20.3.31

0

幼稚園教育職 0 0 0

一般行政職 1

5

事務の統廃合縮小

[　0　］ 人口１万人当たり職員数 191.9
＜参考＞

1

ア　平成１９年度及び平成２０年度の職種別採用者数

　　　　　　　　　区分
職種

平成２０年度 平成１９年度

H20.4.1 H19.4.1

153 152 △ 1

394

0

△ 19

0

378 △ 16

52 53
63 63

　　　　　〃
業務増
＜参考＞

　　　　　〃

△ 17262

12 △ 2
65

△ 2
2

30 25

計

土　木
7

279

49 43

30

　　　　　　　区　　分
部　　門

職 員 数

平成１9年 平成20年

その他

医療職

薬剤・医療技術職

計

604

0

下水道
その他

△ 3

△ 1

　
会
計
部
門

公
営
企
業
等

4
5051

226

8

小　計 229

病　院
水　道

合　　計 623

4 0

12
8

△ 1

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　会

衛　生
農林水産
商　工

総　務

民　生

交　通
13

小　計

教育部門
消防部門

税　務

5

120.1

77
5

5

80
14

28

66

対前年
増減数

主 な 増 減 理 由

△ 6

△ 1
△ 5

欠員不補充、事務の統廃合縮小
事務の統廃合縮小

事務の統廃合縮小△ 3
0

（注）１．職種区分は、「平成２０年度地方公務員給与実態調査」による。

　　　２．職種区分の「その他」のうちの「その他」とは、海事職、福祉職、消防職等である。

事務の統廃合縮小
欠員不補充
（類似団体の人口１万人当たり職員数

　　　　　〃

＜参考＞

83.2人口１万人当たり職員数
（類似団体の人口１万人当たり職員数

業務増

人口１万人当たり職員数
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6 13

2 0

40 21 0

1

9 0

2 0

0

0 0 0

看護・保健職 7 3 2

9 0

0 0

0

0 0

0 0 0 0

幼稚園教育職 0 0 0

0 0

合計 定年退職 希望退職 普通退職 その他

一般行政職 16 13 3

イ　平成１９年度離職別事由別離職者数

その他 8 5

薬剤・医療技術職

計

60368 76 2
職員数

人 人 人

3 12 35 70 68 56 54 76 83

人 人 人 人 人 人

59歳 以上55歳

人 人 人 人

39歳 43歳 47歳 51歳35歳未満 23歳 27歳 31歳

60歳

～ ～ ～

計

48歳 52歳

～

区　分

56歳

～ ～ ～ ～ ～ ～

20歳 20歳

　　　　　　　　　区分
職種

技能労務職

その他

医療職

40歳 44歳24歳 28歳 32歳 36歳

（３）年齢別職員構成の状況（２０年４月１日現在）

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

2
0
歳
未
満

2
0
―

2
3

2
4
-
2
7

2
8
-
3
1

3
2
-
3
5

3
6
-
3
9

4
0
-
4
3

4
4
-
4
7

4
8
-
5
1

5
2
-
5
5

5
6
-
5
9

6
0
歳
以
上

構成比

一年前の構成比

%
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（４）定員管理の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

人 人 人 ％

（参考１）壱岐市定員適正化計画における定員管理の数値目標（数・率）

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては
  　　　計画1年目以降、現年までの職員増減数の累計を示す。                              

職員数 ― 621

増　減 △ 15 △ 17 △ 19 △51（150.0％） △ 34

△12（300.0％） △ 4

655 640 623 604

△ 3 △ 6 △ 3

公営企業 職員数

等 会 計 増　減

― 234

63 63

0 0 （　- ％）

63

0

238 235 229 226

増　減 △ 1 1

△ 4増　減

職員数 63 62 ―

△ 3 1 1

52 53 ―

△1（25.0％）

50

増　減

274

△ 8 △ 13 △ 17 △38（146.2％) △ 26

数値目標

１７年 １９年

職員数 300 292 279 262 ―

計画始期 １年目 ２年目 ３年目

平成22年4月1日
職　員　数

純　減　率

１８年

655

平成17年4月1日
職　員　数

621

平成 24 年 4月 1日

　　　　　　　区　分
部　門

平成 17 年 4月 1日

一般行政

計　　画　　期　　間

始　期 終　期

平成 17 年 4月 1日平成 22 年 4月 1日

純　減　数

34

１００人（１５．３％）削減

２０年 １７年～２２年

5.2

（参考）

計

教　育

消　防

計

職員数 54 51

数　値　目　標

３４人（５．２％）削減

数　値　目　標

（参考２）平成１９年３月策定　壱岐市行財政改革第２次定員管理計画における定員管理の数値目標

計　　画　　期　　間

始　期 終　期
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７　公営企業職員の状況
（１）　水　道　事　業
  　① 職員給与費の状況
ア　決算

（参考）

　　　　　　　

イ　 特記事項

歳 円 円

歳 円 円

歳 円

（注）平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

千円　 千円　

（１９年度支給割合） （１９年度支給割合）

　　　　　　　期末手当　 勤勉手当 　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分  月分  月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

（支給率）　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 その他の加算措置
（定年前早期退職特例措置　2%～20%加算） （定年前早期退職特例措置　2%～20%加算）

千円 千円 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、１８年度に退職した職員に支給された平均額である。

59.28 59.28 59.28 59.28

833 26,748１人当たり平均支給額

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２０年４月１日現在）

47.50 59.28
33.50 41.34
47.50 59.28

33.50 41.34
23.50 30.55

１人当たり平均支給額 ― ―

23.50 30.55

壱　　　　　岐　　　　　市 一　　　般　　　職

―

3.0

―

1.45

千円

2,915 11,230

人 千円 千円

1,457 1,638

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５～１０％ ・役職加算　５～１０％

壱　　　　　岐　　　　　市 一　　　般　　　職

１人当たり平均支給額（１９年度） １人当たり平均支給額（１９年度）

3.0 1.45

― ―

事 業 者

団 体 平 均 45.5 374,552 571,242

壱 岐 市

千円 千円

5,615

38.5 306,550 481,182

区　　分

　　　　　千円

平　均　年　齢 基　本　給 平均月収額

1９年度 2 7,241 1,074

・空欄としている事項については後日掲載予定（総務省から情報提供される予定である数値等のため）。
以降の項目についても同様

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、２０年３月３１日現在の人数である。

一人当たり
Ａ

（参考）類似団体平均

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　　B/A 一人当たり給与費
給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

1９年度 129,087

職員数
区　分

％ ％

26,003 15,018 11.6 11.8

Ａ  Ｂ　
千円 千円 千円

純損益又は

区　分 　実質収支

総費用に占める

職員給与費比率 18年度の総費用に占
　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

イ　退職手当（２０年４月１日現在）

ア　期末手当・勤勉手当

総 費 用 職員給与費

12



千円

円

％

千円

千円

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

円

円

人 人 人 ％

（参考）壱岐市定員適正化計画における定員管理の数値目標（数・率）

イ　定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては
  　　　計画1年目以降、現年までの職員増減数の累計を示す。                              

④定員管理の数値目標及び進捗状況

ア　平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

ウ　特殊勤務手当（２０年４月１日現在）

オ　その他の手当（２０年４月１日現在）  

エ　時間外勤務手当

※１８年7月に手当を廃止している。

―

職員１人当たり平均支給年額（１9年度決算） 326

支 給 実 績 （ １ ９ 年 度 決 算 ） 651

手当の名称 主な支給対象職員

― ―

純　　減　　率純　　減　　数
平成17年4月1日 平成22年4月1日

職　　員　　数 職　　員　　数

職員全体に占める手当支給職員の割合（１８年度）

―

3 2 1 33.3

　　　　　　　区　分
部　門

１７年 １８年

計画始期 １年目 ２年目

手当の種類（手当数）

１９年

職員１人当たり平均支給年額（１8年度決算） 461

通勤手当

扶養手当

計画期間

３年目 計

一般行政職
の制度と異
なる内容

（参考）

支給実績（１９年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（１８年度決算） 0

0.0

左記職員に対する支給単価

支 給 実 績 （ １ 8 年 度 決 算 ）

２０年 １７年～２２年

数値目標

0

922

210 千円 105,000

千円

主な支給対象業務

平均支給年額

公営企業
等会計

職員数 3 2

増　減 △ 1

2 2 ― 2

0 0 △１（100.0％） △ 1

支給職員１人当たり

（１９年度決算）

支給実績
（１９年度決算）手　当　名 内容及び支給単価

※ ４ 職員手当の状況（６）に同じ

同じ

一般行政
職の制度と
の異同

平成 22 年 4月 1日 １人削減

214

同じ

106,800

数　値　目　標
始　期 終　期

平成 17 年 4月 1日

13



８　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）休暇の種類

（２）一般職員の勤務時間の状況及び年次有給休暇の取得状況

（３）育児休業の取得状況

（４）介護休暇の取得状況

９　職員の分限及び懲戒処分に関する事項

（注）取得者数は、平成19年度中に新たに育児休業を取得した職員数を記載している。

（注）1　一般職員とは、非現業の一般職に属する職員のうち、市長部局に勤務する職員である。

　　　2　年次有給休暇の平均取得日数は、平成19年1月1日から平成19年12月31日までのものである。

人 人 人人
取得者数

※休息時間につい
ては、19年10月1
日より廃止してい
る。

減　給

＊懲戒処分・・・職員に、法令等違反や全体の奉仕者
である公務員としてふさわしくない非行があった場合
などに、公務員関係の秩序を維持するため、制裁とし
て行うもの

＊分限処分・・・公務の能率を維持し公務
の適正な運営を確保するため、勤務実績
が良くない場合や心身の故障により長期の
休養を必要とする場合に、職員の意に反し
て行うもの

0

0人 0人 4人 3人 ０人 0人 0人

20

（注）取得者数は、平成19年度中に新たに介護休暇を取得した職員数を記載している。

2

人 人 人

0 0 0

３月を超え
４月以下

４月を超え
５月以下

合計

0 1

5月超1月以下
１月を超え
２月以下

２月を超え
３月以下

取得者数

人 人 人

3ヶ月以下 3～6ヶ月未満 6～9ヶ月未満

0 7

人 人

合計

人

年次有給休暇
1年に20日付与（４月1日付新規採用職員　15日）

9ヶ月～1年未満 1年～1年3ヶ月未満

年末に年次有給休暇の使用残日数がある場合は20
日を限度として翌年に繰り越すことができる。

開始時刻

8:30

終了時刻

17:15

1日の正規の
勤務時間

1週間の正規
の勤務時間

40時間 8時間

休憩時間

12:15～13:00

免職

12時～12時15分

職員の休暇の種類には、①年次有給休暇　②公傷休暇　③病気休暇　④療養休暇
　　　　　　　　　　　　　　　　⑤生理休暇　⑥特別休暇　⑦組合休暇　⑧介護休暇があります。

休　職 戒　告 停　職

15時～15時15分

平均取得日数内　　　　　　　　　　　容

日

9.3

5 1

降　任 免　職

（注）人数は、平成19年度中に対象となった職員数を記載している。

休息時間
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１０　職員の服務に関する事項

１１　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

H19.11.28～12.7

H19.6.4～8外

H19.6.7～8

H19.7.1～7

H19.7.25～27

H19.8.2～3

H19.8.27～31

16

実施日等

H19.8.21

H19.11.15

H19.11.19

H19.11.20

H20.2.1

3

1

1

1

3

1

1

1

1

2

集合研修

・不当要求行為防止責任者研修 65

30

95

33

13

236

・壱岐市税徴収事務研修会

合　　　計

⑥　争議行為等の禁止

・行政事務近代化研修

H19.8.28～31

H19.1012

（２）勤務成績の評定の状況（１９年度）

合　　　計

・市町村税徴収事務研修 1

・人事制度と勤務管理セミナー
外部派遣研修

・新規採用職員研修

・業務改善研修

・公文書館等職員研修会

･プロジェクトマネージャー育成（企業誘致）研修

・「問題職員」の対応とトラブル防止策研修

・税務職員初任者研修

・中都市中堅職員合同研修

・戸籍事務初任者研修

・法令研修

・メンタルヘルス研修

・クレーム対応研修

⑦　営利企業等の従事制限

＊平成１９年度は、服務義務違反により処分された職員は２人である。

区分 内　　　　　　容

（１）研修の状況（１９年度実績）

参加人数
（延べ人数）

①　法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

　すべての職員は、「全体の奉仕者」として公共の利益のために勤務し、職務遂行に当たっては全力
を挙げてこれに専念しなければならない。この服務の根本基準を忠実に実行するため、地方公務員
法の規定により職員には次のような職務上の義務が課されている。

評　　定　　の　　方　　法 評　定　者 評定結果の活用

未　　　　実　　　　施

H19.4.9～13

H19.5.21～22

③　秘密を守る義務

④　職務に専念義務

⑤　政治的行為の制限

②　信用失墜行為の禁止
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１２　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の社会保障

（３）その他の福利厚生事業の状況

（４）勤務条件に関する措置に関する要求等の状況

※19年4月1日
より記念品を廃
止している。

子宮癌検診 11

対象件数

0 0
・壱岐市職員で永年にわたり成績良好に勤務し、その者
の非違によることなく退職する場合に、感謝の意を表する
ことを目的とし、感謝状及び記念品を贈呈する。

長崎県市町村職員共済組合　保健事業による

定期健康診断 532

　地方公務員法に基づき、職員は、給与、勤務時間その他勤務条件について、公平委員会に地
方公共団体の当局により適切な措置が執られるべきことを要求することができる。また、任命権者
が、職員に対して行った不利益な処分について、公平委員会に対して不服申立てができるように
なっている。壱岐市は、公平委員会の事務を長崎県に委託している。平成１９年度においては、
「勤務条件に関する措置の要求」及び「不利益処分に関する不服申立て」についてはいずれも０
件であった。

肺癌検診 13

大腸癌検診 24

・スポーツ・レクリエーション活動奨励のため、職員が団体
で参加するスポーツ行事等について、その参加経費を助
成する。

１９年度
決算額(円)

12365,981

内　　　　　　容

脳ドック 20

公務災害補償制度 地方公務員災害補償基金

人間ドック 115

日帰りドック 44

職員が公務上受けた労働災害を、公務
災害といい、地方公務災害補償法に基
づく補償を受ける。
（平成１９年度　認定件数　３件）

区　　　　分 受診者数

（２）職員の健康診断の状況（１９年度）

共　済　制　度
長崎県市町村職員共済組合 短期給付事業、長期給付事業及び保健

事業等を行っている。民間事業者に例
えると社会保険、厚生年金等に相当す
る。公立学校共済組合長崎県支部

区　　分 実　　施　　主　　体 内　　　　　　　容

　地方公共団体は、地方公務員法により職員の福利厚生の計画を樹立し、実施することが義務付けら
れています。壱岐市においても、職員の健康保全・生活の安定を目的に支援を行っています。
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